
 

 

２００８年度見直しによる 

中長期営繕計画（案）とそれに伴う値上げ額（案）決まる！ 

★★★★ 中長期営繕計画（案）住民説明会報告 ★★★★ 

２月１５日（日）午前１０時から１６時にかけ、集会所で管理組合主催の

「２００８年度見直しによる中長期営繕計画（案）住民説明会」が開かれま

した。 

若葉台第一住宅管理組合では、創成期から中長期にわたる営繕計画を立て、

この３０年間施設の維持管理を進めてきました。 

２００２年度に若葉台第一住宅の将来を考え、計画するために「若葉プロ

ジェクト２１」を発足させて多方面にわたり検討を行ないました。 

その中で建物の劣化診断を行なったところコンクリートの中性化の進行度が

予測より遅く、適切に維持管理を行なえば今後３０年以上の寿命が保てると

のデータが得られたため、中長期営繕計画の見直しを３０年先まで見込んで

行い、その計画を２００３年の臨時総会に上程、承認を得ました。 

先に実施された屋上防水工事や現在進行中の給・排水管の改修工事は、２０

０３年に見直された営繕計画を基に実施された工事です。 

２００３年度から数えて２００８年度は丁度５年目、２００３年の臨時総

会での約束の計画見直しの年に当ります。 

修繕委員会は、２００７年度に営繕計画の見直し作業を進め、同年度末に理

事会に答申しました。 

その後、理事会側で細部の見直しを行い、今年の１月末に２００８年度見直

しによる２０３５年度（２７年後）までの中長期営繕計画（案）を策定し、

２月７日の定例の理事会で承認を受けました。 

 

２月１５日の住民説明会は、以上の経過を踏まえて実施されたものです。 

 

★★★★ 建物のタイプで違う修繕の内容と費用 ★★★★ 

説明会では営繕計画の内容が住宅のタイプによって違ってくるため 

A－１タイプ（７，１４，２１，２４，２７号棟） 

A－２タイプ（６，１３，１６，２０，２２，２３号棟） 

B－１タイプ（１，２，４，５，８，１１，１２号棟） 

B－２タイプ（３，１０，１５号棟） 

Cタイプ（９，２５号棟） 

D－１タイプ（18号棟） 

D－２タイプ（１７，１９号棟）、 

E－１タイプ（２６号棟） 

E－２タイプ（２８号棟） 

E―３タイプ（２９号棟） 

F－１タイプ（３２，３５号棟） 

F－２タイプ（34号棟） 

F－３タイプ（３１，３３号棟） 

集会所やポンプ室など団地共用部と合わせて１４タイプに分けて、今後２７

年経過する間に、現行の修繕費積立金が累積されていく様子をグラフに示す

とともに、それに対して、経過する年度に応じて必要と想定される修繕の内

容や規模とその額の累積状況も折れ線グラフ化し、その両者の関係から、い

ま現在、幾ら値上げしておいたら、想定される様々な修繕が、２７年後まで

可能かを示す改定修繕費積立金（仮に決めた値上げ額）の累積状況のグラフ

も併せてシミュレーションして、割り出した値上げの具体額（案）が資料と

して用意されました。 

説明会は、加藤理事長挨拶の後、芦田副理事長から出来るだけ共通項の多

いＡブロック、ＢとＣブロック、ＤとＥブロック、それにＦブロックの計４

つのブロックに分けて、それぞれの住民のみなさんを対象に平均５０分間の

説明と２０分間の質疑応答という形で行われました。 

まず、先に述べたような当団地の中長期営繕計画のこれまでの経緯について

説明があり、建て替え無しで建築後６０年から７０年は住めるという根拠の

一つとして、２００３年度の計画見直しの際に実施した当団地の建物診断で

は、およそ２３年余り経過しているにもかかわらず、当団地のコンクリート

の建物の劣化状況は、表面からの雨水の浸透による中性化が、７ミリ程度で

あり、危険とされる老朽化の度合いの２０ミリにはまだかなりの余裕がある

ということがあります。 

その後、各タイプ別の居住棟の、それぞれの建物、機械設備、電気設備、

外構、エレベーターなどについて、区分所有法に基づいた当団地の規約が定

める共用部分（組合が管理する箇所）と専用部分（居住者個人が管理する箇

所）の区分についての説明に入り、その共用部分の、今後想定される様々な

修繕箇所、修繕年度、想定費用と、修繕費積立金の累積状況をシミュレーシ

ョンしたグラフと数字を示しながら、具体的な値上げ額の割り出し経過に立

ち入って行われました。 

 

★★★★ 修繕費積立額改正（案）★★★★ 

値上げ額（案）については、説明会でもそれぞれタイプ別に示されました

が、３月１３日発行の「理事会だより」にも報告の通り、この説明会の後も、

総会提案のためにさらに厳密に検討を加えた結果、たとえば、各戸の使用電

気量を増やすための電気幹線の更新工事などが新たに算入されたり、想定工

事費を見直したりした結果の値上げ額が理事会で報告されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明会には、Ａブロックで２８０戸中３１戸（１１％）、Ｂ・Ｃブロックで

２８６戸中６９戸（２４％）、Ｄ・Ｅブロックで２９６戸中９７戸（３３％）、

Ｆブロックでは２７戸中９戸（３３％）の出席者がありました。 

 

★★★★ 主な質疑・応答 ★★★★ 

 

説明会で出た主な質疑応答は以下の通りです。 

 

Ｑ．アルミサッシの開け閉めが重く、ゴロゴロ音がするようになったが 

改修や交換の予定はありますか 

Ａ．アルミサッシの交換は２０２３年に棟の修繕費積立金でまかなう予定

です。 

ゴロゴロ音がするという戸車については２０１１年に改修予定ですが、

それまで待てないという場合は申請により確認して個別対処というこ

とになります。 

 

Ｑ．トイレの汚水管にサビが出ています。自分で塗装してよいか 

Ａ．個人で行って結構です。 

 

Ｑ．５階建ての棟のエレベーター設置について、この営繕計画で是非検討 

してほしいのですが、どうなんですが。 

Ａ．エレベーターについては考慮したが、実際には建物の構造上、非常に

困難だという専門家の判断もあり、計画には入れていません。 

 

Ｑ．２０２３年の金物更新の時にベランダの手すり補修はしないんですか 

Ａ．ベランダの手すり改修は２０１１年度に予定しています。 

 

Ｑ．現時点での積立の値上げ額が想定されていますが、５年間はその額で 

行くということですか。 

Ａ． 状況の変化がなければ２０３５年間まで、このままということですが、

最近のような経済変動は想定していませんし、将来の予測は難しいた

め５年ごとの見直しで修正されることになりますが、その都度総会に

提案されることになります。 

 

Ｑ．５年後の見直しで新たな修繕項目が加わるか、あるいは、減るかとい 

うことがありますか 

Ａ．現時点で想定される限りで、新たな項目が加わることはありません。 

 

Ｑ．Ｅブロックの給水施設について、ポンプ場経由でなく、水道本管直結 

ということは将来、考慮されているか 

Ａ．今後の課題と考えています。現在では水道企業団が高層棟への直接供

給は出来ないとのことです。直接供給をしょうとすれば私有地に水道

企業団の施設が入り込む形となるので実現は困難であると思われます。 

 

以上の報告の通りの経過を踏まえ、管理組合では、来る総会に、中長期営繕

計画（案）と修繕費積立金の値上げ（案）をまとめて提案することにしてい

ます。 

また、総会で承認された後には、２００８年度見直し中長期営繕計画を冊子

にして全戸に配布する予定です。 


